第13号様式
第13号様式別紙
専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の
配置を予定している場合の確認事項
 
会社名：            
	□ 
	専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を予定している。 

	□ 
	兼務する工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）であること。 

	□ 
	工事現場間の距離は、１日で巡回可能かつ移動時間が概ね２時間以内であること。 

	□ 
	下請次数は３次までであること。 

	□ 
	現場に連絡員を配置していること。連絡員とは、監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいい、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者であること。 

	□ 
	施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 

	□ 
	人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。 

	□ 
	現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 

	□ 
	監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事数は２件までであること。なお、専任特例２号の場合の監理技術者を活用した工事と兼務することはできない。 

	□ 
	上記項目を全て満たしている。 



（注１）上記すべてを確認し、□を■に置き換えること。 
（注２）競争参加資格の確認時においては、本様式による各事項の確認のみとする。 
（注３）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番縦とする。 




提出書類の例（下線部が提出書類） 
 
専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置を認める場合の提出書類は、以下の例による。
(1) 各工事の請負金額が１億円未満（建築一式工事の場合は２億円未満）であること。 
・専任特例１号の場合の監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等
(2)　工事現場間の距離は、１日で巡回可能かつ移動時間が概ね２時間以内であること。 
・(1)の提出書類と同じ 
(3)　下請次数は３次までであること。
・施工体制台帳、施工体系図等 
(4)　現場に連絡員を配置していること。連絡員とは、監理技術者又は主任技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者をいい、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者であること。 
・業務分担、連絡員の実務経験を記載した書類 
(5)　施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること。 
 　　・適用する情報通信技術及びその運用方法を記載した書類 
(6)　人員の配置を示す計画書の作成及び現場に備え置いていること。 
 　　・人員の配置を示す計画書 
(7)　現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること。 
・適用する情報通信機器及びその運用方法を記載した書類 
(8)　監理技術者又は主任技術者が兼務できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。 
  　　　なお、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者（専任特例２号の場合の監理技術者）を活用した工事と兼務することはできない。ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これらの複数の工事を一の工事とみなす。 
・(1)の提出書類と同じ 
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